
閣議及び閣僚懇談会議事録 
 

開催日時：平成２９年７月２５日（火）    ８：１８～８：３２ 

 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

金 田 勝 年 国務大臣（法務大臣） 

岸 田 文 雄 国務大臣（外務大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（文部科学大臣） 

塩 崎 恭 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

山 本 有 二 国務大臣（農林水産大臣） 

世 耕 弘 成 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

山 本 公 一 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

稲 田 朋 美 国務大臣（防衛大臣） 

菅   義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

吉 野 正 芳 国務大臣（復興大臣） 

松 本   純 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

鶴 保 庸 介 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 原 伸 晃 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

山 本 幸 三 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

丸 川 珠 代 国務大臣 

陪 席 者：萩生田 光 一 内閣官房副長官 

野 上 浩太郎 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

     ○一般案件      ３件 

○国会提出案件    ２件 

○政令       １０件 

○人事        ４件 

○配布        ３件 

     いずれも，案件表のとおり，決定，了解等となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，野上副長官から御説明申し上げます。 

○野上内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「自殺総合対策大

綱」について，御決定をお願いいたします。本件につきましては，後程，厚生労働

大臣から御発言があります。 

  次に，平成２９年度「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」及び「中小企

業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針」について，御決定をお願

いいたします。本件は，官公需法及び中小企業等経営強化法に基づき，毎年度作成

するものであります。本件につきましては，後程，経済産業大臣から御発言があり

ます。 

  次に，「国民生活安定緊急措置法施行状況報告書」について，御決定をお願いいた

します。本件は，同法に基づき，生活必需物資等の価格及び需給の調整等に関する

緊急措置について，本年１月１日から６月３０日までの間において，講じた措置は

ないことを国会に報告するものであります。 

  次に，「厚生年金特例法の施行状況」に関する報告について，御決定をお願いいた

します。本件は，同法に基づき，本年３月末までに年金記録の訂正の答申を行った

事案等について，事業主の保険料の納付状況等を国会に報告するものであります。 

  次に，政令１０件について，御決定をお願いいたします。まず，「介護保険法施行

令等の一部を改正する政令」は，高額介護サービス費等の支給要件及び支給額を改

定する等の措置を講ずるものであります。 

  次に，「健康保険法施行令等の一部を改正する政令」は，７０歳以上の被保険者等

に係る高額療養費の算定基準額を改定する等の措置を講ずるものであります。 

  次に，「年金機能強化法の施行に伴う関係政令の整備政令」は，老齢基礎年金等の

受給資格期間が短縮されること等に伴い，関係政令の規定の整備を行うものであり

ます。 

  次に，「農業競争力強化支援法の施行期日令」は，同法の施行期日を本年８月１日

と定めるものであり，「同法施行令」は，主務大臣が事業再編計画の認定をしようと

する場合にあらかじめ公正取引委員会との協議が必要な事業再編等を定めるもの

であります。 

  次に，「沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令」は，農業競争力 

強化支援法の施行に伴い，同公庫の貸付対象者に同支援法に規定する認定事業再編 

事業者及び認定事業参入事業者を加える等するものであります。 

  次に，「農業機械化促進法を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整理に関

する政令」は，同法の施行に伴い，同法施行令を廃止するとともに，その他の関係

政令の規定の整理を行うものであります。 

  次に，「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関す

る法律の一部改正法の施行期日令」は，同改正法の施行期日を本年７月３１日と定

めるものであり，「同改正法の施行に伴う関係政令の整備政令」は，特許料の軽減の
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手続等を定める等の措置を講ずるものであり，「農地法施行令及び農業振興地域の

整備に関する法律施行令の一部を改正する政令」は，農地の転用の不許可の例外と

なる行為等として地域経済牽引事業計画に基づく施設を整備するための農地の転

用等を追加するものであります。 

  次に，人事案件について，申し上げます。まず，鶴保内閣府特命担当大臣が米国

宇宙関連施設の視察等のため，２８日から８月２日まで海外出張されますので，御

了解をお願いいたします。 

  次に，外務省人事といたしまして，バングラデシュ国駐箚大使渡邉正人にブルガ

リア国駐箚を命ずることを承認することについて，御決定をお願いいたします。 

  次に，裁判官人事といたしまして，判事兼簡易裁判所判事に任命するもの外４件

について，御決定をお願いいたします。 

  次に，美山靖外１３７名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

  次に，配布資料といたしまして，「警察白書」があります。本件につきましては，

後程，国家公安委員会委員長から御発言があります。 

  次に，「平成２９年度普通交付税大綱」があります。本件につきましては，後程，

総務大臣から御発言があります。 

○菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，厚生労働大臣。 

○塩崎国務大臣：自殺総合対策大綱は，自殺対策基本法に基づき，政府が推進すべき

自殺対策の指針として定めるものであり，おおむね５年を目途に見直すこととされ

ています。 

 新たな大綱では，昨年の自殺対策基本法の改正等を踏まえ，地域レベルの実践的

な取組や，子ども・若者の自殺対策，勤務問題による自殺対策を更に推進すること

としています。また，数値目標として，平成３８年までに，自殺死亡率を平成２７

年と比べて３０パーセント以上減少させることとしています。 

 誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け，関係府省の連携の下，全

力で取り組む必要があると考えておりますので，閣僚の皆様の格段の御協力をお願

い申し上げます。 

○菅国務大臣：次に，経済産業大臣。 

○世耕国務大臣：「平成２９年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」及び「平

成２９年度中小企業・小規模事業者等に対する特定補助金等の交付の方針」の２件

について概要を申し上げます。 

｢契約の基本方針｣では，官公需における中小企業・小規模事業者の受注機会を増

大させるため，今年度の目標として，契約額を３兆８，１８５億円，官公需総額に

占める割合を５５．１％と定めました。 

次に，「特定補助金等の交付の方針」では，国の研究開発補助金等における中小企

業・小規模事業者等への支出機会を増大させるため，今年度の目標として，その支

出目標額を過去最高であった昨年度と同額の４６０億円と定めています。 

方針の取りまとめに当たっては，各府省から御協力いただきましたが，中小企業・

小規模事業者向け契約目標，及び研究開発支出目標が達成されるよう，今後とも，
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最大限の御尽力と御配慮をお願いいたします。 

○菅国務大臣：次に，国家公安委員会委員長。 

○松本国務大臣：平成２９年警察白書では，「交通安全対策の歩みと展望」と題する特

集を組みました。この特集では，交通事故の現状やこれまでの交通安全対策の変遷

を紹介するとともに，安全かつ快適な交通の確保に向けた警察の取組と今後の交通

安全対策の展望について記述しております。警察としては，交通事故から国民を守

り，より安全で快適な交通社会を実現するため，引き続き交通安全対策を強力に推

進していく所存です。この白書作成に当たり，関係省庁に御協力を頂きましたこと

に改めて御礼を申し上げます。 

○菅国務大臣：次に，総務大臣。 

○高市国務大臣：本日，各地方公共団体に交付する平成２９年度の普通交付税の額を 

決定いたしました。その総額は，１５兆３，５０１億円であり，前年度の額に比べ

て，３，４８２億円の減となっております。 

  平成２９年度については，地方公共団体が自主的・主体的に地方創生に取り組む

ための経費や，一億総活躍社会の実現に向けた保育士や介護人材等の処遇改善など

に要する経費を算定し，その取組を支援することとしております。また，東日本大

震災の被災団体に対しては，引き続き算定上の特例措置を講じ，財政運営に支障が

生じないよう配慮しております。 

 なお，都道府県にあっては東京都が，市町村にあっては７５団体が不交付団体と

なっております。 

○菅国務大臣：次に，内閣総理大臣から御発言がございます。 

○安倍内閣総理大臣：鶴保大臣は海外出張いたしますが，その出張不在中，松野大臣

に沖縄及び北方対策，クールジャパン戦略，知的財産戦略，科学技術政策並びに宇

宙政策担当大臣の事務代理を命じます。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

なお，海外出張された文部科学大臣及び農林水産大臣の帰朝報告は，お手元の資

料のとおりです。 

御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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                 平成 29年 

                 ７月 25日 

 

◎一般案件 

○自殺総合対策大綱について（決定 )(厚生労働省）  
1.平成２９年度中小企業者に関する国等の契約 

〃  ○    の基本方針 

     1.平成２９年度中小企業・小規模事業者等に対 

する特定補助金等の交付の方針 

について（決定）        （経済産業省） 

 

◎国会提出案件 

   ☆国民生活安定緊急措置法施行状況報告書（平成２ 

９年１月１日から同年６月３０日まで）について 

（決定）             （消費者庁） 

〃  ○厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例 

等に関する法律の施行状況に関する報告について 

（決定）            （厚生労働省） 

 

◎政  令 

 ○介護保険法施行令等の一部を改正する政令  
（決定）         （厚生労働・財務省）  

 〃  ○健康保険法施行令等の一部を改正する政令 

（決定）               （同上） 

 〃  ○公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化  
等のための国民年金法等の一部を改正する法律の  
施行に伴う関係政令の整備に関する政令（決定）  

             （厚生労働・総務・財務省）  
 〃  ○農業競争力強化支援法の施行期日を定める政令 

（決定）    （農林水産・財務・経済産業省） 

 〃  ○農業競争力強化支援法施行令（決定）  （同上） 

〃  ○沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する  
政令（決定）      （内閣府本府・財務省）  

 

 

資 料  
あ り  

（ 火 ）  閣 議 案 件 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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   ○農業機械化促進法を廃止する等の法律の施行に伴  
う関係政令の整理に関する政令（決定）  

（農林水産省）  
 〃  ○企業立地の促進等による地域における産業集積の 

形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法 

律の施行期日を定める政令（決定 )(経済産業省） 

 〃  ○企業立地の促進等による地域における産業集積の 

形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法 

律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 

（決定）         （経済産業・財務省） 

 〃  ○農地法施行令及び農業振興地域の整備に関する法 

律施行令の一部を改正する政令（決定） 

（農林水産省） 

 

      ◎人  事 

   ☆内閣府特命担当大臣鶴保庸介の海外出張について 

（了解） 

   ○各府省幹部職員の任免につき，内閣の承認を得る 

ことについて（決定） 

   ☆検事土田昭彦外７６名を判事兼簡易裁判所判事等 

に任命し，判事兼簡易裁判所判事櫻井達朗を願に 

依り免ずることについて（決定） 

   ☆愛媛大学名誉教授美山  靖外１３７名の叙位又は  
叙勲について（決定） 

 
◎配  布 

☆平成２９年警察白書         （警察庁） 

☆平成２９年度普通交付税大綱     （総務省） 

☆仙台市長選挙結果調          （同上） 

 
 

〔○署名あり  ☆署名なし〕 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
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